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新年あけましておめでとうございます 

 楽しくお正月を過ごせましたか？ 

  ３学期の最初のひのっちは、給食が始まる 1月９日（金）です 

●今年もパートナーは、全力でみんなの見守りに当たりますので、学校や 
ひのっちのルールを守って思いきり遊びましょう 

 

●６年生の皆さん、仲田小で過ごせるのもあと少しです  
ひのっちで仲間と楽しい思い出をたくさん作ってください 

 

●インフルエンザやノロウィルスなどが流行する時期です 
手洗い・うがいをしっかりしましょう！タオルやハンカチを忘れずに！！ 

 
     ●プールの工事について 

工事車両が校庭を通ることがあります。警備員やひのっちパートナーさんの 
話をよく聞いて、安全に遊びましょう。 
 

     ●ひのっち中は 「にわとり小屋」にはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行 コーディネーター 山田義良 

日 野 市 子 ど も 部 子 育 て 課 

 

 

 

 

仲田小ひのっち 080-3430-5672 

※開設日の終了時間までの間、緊急連絡のみ使用できます。 

※帰宅時間など個人的な連絡に使うことはできません。 

上記時間以外は子育て課へ 042-514-8579（直通） 

 

 

 

 

季節プログラム 絵馬
え ま

 
「絵馬」はひのっちでよういします。 

ひのっちにあそびにきたときに今年の「ほうふ」などをかいてくださいね。 

詳しくは、受付教室まで。 

期 間：令和８年１月９日（金）～１月１５日（木） 

     

放課後、ひのっちの時間にあわせて子ども達の見守りに 

ご協力いただける地域の保護者、おじいちゃん・おばあ 

ちゃん、仲田小を卒業した学生さん、見守りにご協力い 

ただけませんか？お問合せお待ちしてます。 

子育て課 ： 042（514）8579  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

   1 2 3 4 

   お休み    

5 6 7 8 9 10 11 

 お休み   ● お休み お休み 

12 13 14 15 16 17 18 

お休み ● ● ● ● お休み お休み 

19 20 21 22 23 24 25 

お休み ● ● ● ● お休み お休み 

26 27 28 29 30 31  

★ ● ● ★ ● お休み  

●＝ひのっち開催日 

★＝工作のある日 

＜実施時間＞  

放課後になり次第～午後 5時 

＜受付教室＞ 家庭科室 

＜活動場所＞  体育館、校庭 

（こかげ広場や畑周辺では遊べ

ません。） 

※時間・場所につきましては、

事情により変更する場合があり

ます。 

※ひのっちは、給食がある日 

のみ開催します。 

【 守ってほしいルール 】 

ひのっちで楽しく遊ぶためには、ひのっちのルール（やくそく）を守りましょう。 

         おうちの人と一緒に確認してください。 

 

★「うけつけ」をする。（おうちの人と決めた帰る時間を記入しましょう） 

★「なふだ」をつける。（パートナーさんは、ひのっちに遊びにくる全員の名前を覚えていません。 

 帰る時間を伝えたいときにお名前が分からないと伝えられません） 

★ひのっちパートナーさんをよぶとき、「ひのっちパートナーさん」または、「○○さん」と名前 

で呼んでください。（「ひのパー」や「パートナー」、「○○」と呼んでほしくありません） 

      ★帰るときには、「なふだ」をはずして「×」をつけてから帰りましょう。 

        「ひのっちがくどう」のみなさんもかならず「ひのっちのうけつけ」に来てください。 

      ★つかったおもちゃやどうぐは、かたづけをしましょう。 

ちょっとむずかしいかな「くみひも」 
                 ストラップ 

２６日（月）・２９日（木） 

 

じっくりゆっくりじかんのかかるこうさくです 

時間によゆうをもって、こうさくにさんかしてく

ださい 

さいごまであきらめずにちょうせんしてください 

２６日にかんせいしないときは、２９日につづき

をつくってもよいです  

 

 


